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献
帝
の
礼
制
と
皇
帝
権

―
― 

董
卓
誅
滅
か
ら
許
昌
遷
都
ま
で 

―
―

上

條
　

駿
一

は
じ
め
に

　

後
漢
の
礼
制
に
つ
い
て
、
す
で
に
様
々
な
視
点
か
ら
の
考
察
が
あ
る
が
、
そ
の
中
で
主
要
な
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
王
朝
支
配
に
お
け

る
儒
家
的
理
念
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
以
降
王
朝
支
配
の
基
層
に
な
る
も
の
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る

（
１
）

。
と
り
わ
け
、
献
帝
期
は

漢
か
ら
魏
へ
の
交
替
期
で
も
あ
り
、
そ
の
結
果
な
さ
れ
た
漢
魏
禅
譲
を
、
南
北
朝
期
に
お
け
る
王
朝
交
替
の
指
針
と
し
て
位
置
付
け
る
研

究
も
あ
る
。
そ
の
中
で
は
、主
と
し
て
祭
天
儀
礼
や
即
位
儀
礼
の
問
題
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
る

（
２
）

。
し
か
し
、魏
へ
の
禅
譲
を
お
こ
な
っ

た
献
帝
は
、
周
知
の
通
り
、
董
卓
に
よ
る
少
帝
弁
の
廃
位
を
受
け
て
即
位
し
た
と
い
う
経
緯
を
持
つ
。
こ
れ
に
対
し
て
は
袁
紹
ら
が
反
発

し
、山
東
の
反
乱
な
ど

（
３
）

、献
帝
の
皇
帝
権
を
揺
る
が
す
事
象
が
頻
発
す
る
。
い
わ
ば
、後
漢
王
朝
の
支
配
そ
の
も
の
が
危
機
的
状
況
に
あ
っ

た
も
の
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
中
で
、
献
帝
に
よ
る
禅
譲
が
魏
の
成
立
を
い
か
に
し
て
担
保
し
得
た
か
、
と
い
う
問
題
は
、

漢
魏
禅
譲
の
前
提
を
考
え
る
上
で
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
、
董
卓
誅
滅
か
ら
許
昌
遷
都
ま
で
の
混
乱
期
に
お
け
る
献
帝
の
祭
祀
、
儀
礼
に
着
目
す
る
。
そ

し
て
、
当
該
期
の
政
治
状
況
の
中
で
、
献
帝
の
礼
制
と
皇
帝
権
と
が
い
か
に
し
て
存
続
し
、
漢
魏
禅
譲
の
前
提
と
し
て
機
能
し
得
た
か
、
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と
い
う
こ
と
を
考
え
る
指
標
と
し
た
い
。

一
、
董
卓
誅
滅
後
の
長
安

　

董
卓
が
初
平
三
年
に
誅
滅
さ
れ
る
と
、
司
徒
王
允
が
録
尚
書
事
と
な
り
、
朝
政
を
握
っ
た
。
王
允
は
、
董
卓
の
専
権
が
終
結
し
た
こ
と

を
誇
示
す
る
か
の
よ
う
に
張
种
を
派
遣
し
、
山
東
を
撫
順
し
て
い
る

（
４
）

。
し
か
し
、
同
年
五
月
に
は
、
董
卓
の
将
で
あ
っ
た
李
傕
、
郭
汜
が

反
乱
を
起
こ
し
、
六
月
に
は
長
安
が
陥
落
す
る
。
そ
し
て
、
六
月
甲
子
に
、
朝
政
を
掌
握
し
て
い
た
王
允
が
殺
害
さ
れ
る

（
５
）

。
七
月
庚
子
に

な
る
と
、
太
尉
馬
日
磾
を
太
傅
、
録
尚
書
事
と
し
、
太
僕
趙
岐
と
と
も
に
再
度
天
下
を
撫
順
さ
せ
る

（
６
）

。
こ
の
時
は
、
洛
陽
を
経
由
し
て
関

東
に
向
か
い
、
趙
岐
が
袁
紹
、
曹
操
ら
と
会
見
し
て
い
る
。
ま
た
、
派
遣
先
の
郡
県
か
ら
は
こ
れ
が
好
意
的
に
受
け
取
ら
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
る

（
７
）

。
趙
岐
は
さ
ら
に
南
下
し
て
陳
留
に
到
達
し
た
時
点
で
病
に
か
か
っ
た
が
、
馬
日
磾
は
山
東
を
経
由
し
て
さ
ら
に
南
下
し
、
興
平

元
年
ま
で
に
は
、
寿
春
に
到
達
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

（
８
）

。
反
乱
が
起
こ
っ
た
山
東
か
ら
、
寿
春
に
ま
で
も
到
達
し
た
こ
の
撫
順
が
お
こ

な
わ
れ
た
こ
と
は
、
董
卓
期
の
混
乱
状
態
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
過
の
中
、
献
帝
に
よ
る
祭
祀
、
儀
礼
に
も
変
化
が
み
ら
れ

る
。
ま
ず
、『
後
漢
書
』
献
帝
紀
・
初
平
四
年
冬
十
月
条
に
、

（
初
平
四
年
）
冬
十
月
、
太
学
行
礼
、
車
駕
幸
永
福
城
門
、
臨
観
其
儀
、
賜
博
士
以
下
各
有
差
。

と
あ
る
。
初
平
四
年
冬
十
月
に
太
学
で
儀
礼
を
お
こ
な
い
、
献
帝
が
自
ら
こ
れ
に
臨
ん
だ
。
後
漢
に
お
け
る
太
学
の
儀
礼
に
は
、
光
武
帝

に
よ
る
経
学
講
論
と
養
老
礼
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
前
者
の
儀
礼
は
、
魏
晋
期
以
降
の
釋
奠
儀
礼
と
の
関
連
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
が
、
皇
帝
臨
席
に
よ
る
経
学
講
論
の
場
は
明
帝
期
に
辟
雍
へ
と
移
っ
て
い
る
た
め

（
９
）

、
献
帝
期
の
事
例
が
経
学
講
論
に
当
た
る
も
の
と

す
る
こ
と
は
難
し
い
。
後
者
の
養
老
に
し
て
も
、
博
士
以
下
へ
の
下
賜
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
後
漢
に
は
養
老
に
付
随
し
て
博
士
ら
に
こ

の
よ
う
な
措
置
が
取
ら
れ
た
事
例
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
初
平
四
年
の
太
学
で
の
儀
礼
を
、
後
漢
代
を
通
し
て
お

二
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こ
な
わ
れ
て
き
た
既
存
の
儀
礼
に
比
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

し
か
し
、『
後
漢
書
』
献
帝
紀
・
初
平
四
年
九
月
甲
午
条
に
、

九
月
甲
午
、
試
儒
生
四
十
余
人
、
上
第
賜
位
郎
中
、
次
太
子
舍
人
、
下
第
者
罷
之
。
詔
曰
、
孔
子
歎
、
学
之
不
講
、
不
講
則
所
識
日
忘
。

今
耆
儒
年
踰
六
十
、
去
離
本
土
、
営
求
糧
資
、
不
得
専
業
。
結
童
入
学
、
白
首
空
帰
、
長
委
農
野
、
永
絶
栄
望
、
朕
甚
愍
焉
。
其
依

科
罷
者
、
聴
為
太
子
舍
人
。

と
あ
り
、
太
学
の
儒
生
四
十
余
人
を
試
験
し
、
上
位
者
を
郎
中
、
太
子
舎
人
に
、
下
位
者
を
罷
免
と
し
た
こ
と
を
伝
え
る
。
太
学
生
の
試

験
は
唯
一
霊
帝
期
に
も
確
認
で
き
る）

11
（

。
そ
の
動
機
は
判
然
と
し
な
い
が
、
献
帝
期
に
お
こ
な
わ
れ
た
試
験
も
こ
れ
を
踏
襲
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
霊
帝
期
の
も
の
と
異
な
る
点
は
、
こ
の
時
献
帝
が
詔
を
発
し
、
罷
免
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
下
位
者
に
対
し
て
も
、
太
子
舎

人
に
取
り
立
て
る
、
と
い
う
措
置
が
と
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
詔
に
も
あ
る
よ
う
に
、
後
漢
末
に
お
い
て
、
太
学
生
が
官
途
に
就
く
こ
と

は
難
し
く
、
多
く
が
高
齢
と
な
っ
て
か
ら
、
郷
里
に
帰
っ
て
郡
吏
と
な
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
ま
た
、
李
賢
注
に
は
、

劉
艾
献
帝
紀
曰
、
時
長
安
中
為
之
謡
曰
、
頭
白
皓
然
、
食
不
充
糧
、
裹
衣
蹇
裳
、
当
還
故
郷
、
聖
王
愍
念
悉
用
補
郎
舍
、
是
布
衣
被

服
玄
黄
。

と
あ
り
、献
帝
の
救
済
策
を
称
え
る
揺
言
が
流
行
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
。
実
際
に
長
安
で
こ
の
揺
言
が
謡
わ
れ
た
か
否
か
は
別
と
し
て
も
、

太
学
生
の
境
遇
と
、
献
帝
の
措
置
が
そ
う
し
た
境
遇
へ
の
救
済
策
と
し
て
機
能
し
得
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
う
か
が
え
よ
う
。
こ
の
翌
月
に

お
こ
な
わ
れ
た
太
学
の
儀
礼
で
は
、
献
帝
自
ら
が
そ
の
儀
に
臨
ん
だ
だ
け
で
な
く
、
博
士
以
下
に
下
賜
も
お
こ
な
わ
れ
た
。
困
窮
し
て
い

た
太
学
生
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
献
帝
の
恩
徳
を
、
儀
礼
を
通
し
て
再
確
認
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
献
帝
の
側
か
ら

し
て
も
、
自
ら
の
恩
徳
を
誇
示
し
、
太
学
生
を
太
子
舎
人
と
し
て
自
ら
の
周
囲
に
置
く
こ
と
で
、
独
自
の
官
僚
集
団
を
構
築
し
得
た
。
李

傕
、
郭
汜
の
乱
に
よ
る
混
乱
が
徐
々
に
収
束
し
つ
つ
あ
る
中
で
、
太
学
生
の
任
用
と
太
学
の
儀
礼
と
が
、
献
帝
独
自
の
官
僚
集
団
を
形
成

す
る
一
連
の
施
策
と
し
て
機
能
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

年
が
明
け
る
と
、
献
帝
が
元
服
し
、
興
平
へ
の
改
元
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
際
、『
後
漢
書
』
献
帝
紀
・
興
平
元
年
条
に
、三



大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集

　
第
四
十
三
号

74

興
平
元
年
春
正
月
辛
酉
、
大
赦
天
下
、
改
元
興
平
。
甲
子
、
帝
加
元
服
。
二
月
壬
午
、
追
尊
謚
皇
妣
王
氏
為
霊
懐
皇
后
、
甲
申
、
改

葬
于
文
昭
陵
。
丁
亥
、
帝
耕
于
藉
田
。

と
あ
る
よ
う
に
、
改
元
と
元
服
の
翌
月
、
献
帝
の
実
母
で
あ
る
王
美
人
へ
の
追
尊
と
文
昭
陵
へ
の
改
葬
、
そ
し
て
籍
田
礼
が
お
こ
な
わ
れ

る
。
王
美
人
へ
の
追
尊
と
改
葬
は
、『
後
漢
書
』
皇
后
紀
下
・
王
美
人
紀
に
、

興
平
元
年
、
帝
加
元
服
。
有
司
奏
立
長
秋
宮
。
詔
曰
、
朕
稟
受
不
弘
、
遭
値
禍
乱
、
未
能
紹
先
、
以
光
故
典
。
皇
母
前
薨
、
未
卜
宅
兆
、

礼
章
有
闕
、
中
心
如
結
。
三
歲
之
慼
、
蓋
不
言
吉
、
且
須
其
後
。
於
是
有
司
乃
奏
追
尊
王
美
人
為
霊
懷
皇
后
、
改
葬
文
昭
陵
、
儀
比
敬
、

恭
二
陵
、
使
光
祿
大
夫
持
節
行
司
空
事
奉
璽
綬
、
斌
与
河
南
尹
駱
業
復
土
。

と
あ
る
よ
う
に
、
献
帝
の
詔
を
受
け
た
有
司
の
上
奏
に
よ
り
、
敬
陵
、
恭
陵
の
故
事
と
同
様
の
礼
で
お
こ
な
わ
れ
た）

11
（

。
文
昭
陵
に
は
す
で

に
何
皇
后
が
合
葬
さ
れ
て
い
た
が）

12
（

、
上
記
の
二
陵
と
同
様
、
実
母
を
先
帝
の
陵
に
合
葬
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
二
陵
の
故
事
に
み
ら
れ

る
実
母
へ
の
尊
号
と
改
葬
に
つ
い
て
、
実
母
の
地
位
向
上
と
、
そ
れ
に
伴
う
嫡
母
の
相
対
的
な
地
位
の
低
下
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り）

11
（

、
王

美
人
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
性
格
が
想
定
し
得
る
。
他
方
、
王
美
人
は
何
皇
后
に
毒
殺
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
を
持
つ
。
霊
帝
は
こ

れ
に
激
怒
し
、
何
皇
后
を
廃
后
し
よ
う
と
し
た
が
、
宦
官
が
こ
れ
を
止
め
た
た
め
に
、
沙
汰
止
み
と
な
っ
た）

14
（

。
宦
官
が
誅
滅
さ
れ
、
董
卓

が
献
帝
を
擁
立
す
る
と
、
董
卓
は
何
皇
后
を
毒
殺
す
る）

15
（

。
し
か
し
、
そ
の
董
卓
も
、
何
皇
后
を
廃
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
王
美
人
へ
の
追
尊

の
議
も
起
こ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
の
ち
何
皇
后
は
董
卓
に
毒
殺
さ
れ
る
が
、
文
昭
陵
に
合
葬
さ
れ
る
。
そ
こ
で
献
帝
は
、
興
平
へ

の
改
元
と
元
服
を
期
に
、
王
美
人
へ
の
追
尊
と
改
葬
を
お
こ
な
う
こ
と
で
、
実
母
の
地
位
向
上
を
図
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

こ
れ
に
先
立
っ
て
献
帝
は
王
美
人
の
兄
王
斌
と
そ
の
妻
子
を
長
安
に
召
喚
し
た
。
す
な
わ
ち
、『
後
漢
書
』
皇
后
紀
下
・
王
美
人
紀
に
、

帝
求
母
王
美
人
兄
斌
、
斌
将
妻
子
詣
長
安
、
賜
第
宅
田
業
、
拝
奉
車
都
尉
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
際
、
王
斌
に
は
田
宅
が
与
え
ら
れ
た
ほ
か
、
奉
車
都
尉
に
任
じ
ら
れ
た
。
奉
車
都
尉
は
、
天
子
の
御
乗

輿
車
を
掌
る
が
、
霍
光
、
竇
固
な
ど
外
戚
が
多
く
任
じ
ら
れ
た
官
職
で
も
あ
っ
た）

11
（

。
王
斌
は
王
美
人
改
葬
の
際
に
も
、
河
南
尹
駱
業
と
と

も
に
改
葬
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
。
こ
の
の
ち
、
王
斌
は
執
金
吾
に
遷
り
、
都
亭
侯
に
封
じ
ら
れ
た）

17
（

。
本
来
、
王
美
人
は
霊
帝
の
嫡
妻
で

四
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は
な
く
、
そ
の
兄
で
あ
る
王
斌
も
、
こ
の
段
階
ま
で
外
戚
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
董

卓
誅
滅
後
の
献
帝
は
、
祭
祀
の
上
で
王
美
人
を
皇
后
と
し
て
追
尊
し
た
だ
け
で
な
く
、
王
斌
に
対
し
て
も
、
外
戚
に
準
じ
た
待
遇
を
与
え

た
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、
実
母
と
そ
の
一
族
の
地
位
を
向
上
さ
せ
、
皇
帝
―
外
戚
と
い
っ
た
権
力
構
造
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
意
図

が
う
か
が
え
る
。

　

董
卓
誅
滅
後
の
長
安
で
は
、
李
傕
、
郭
汜
に
よ
る
王
允
殺
害
と
い
う
混
乱
は
み
ら
れ
た
も
の
の
、
山
東
へ
の
撫
順
を
お
こ
な
う
こ
と
で
、

董
卓
期
以
来
の
混
乱
を
収
拾
す
る
、
と
い
う
意
図
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
と
平
行
す
る
か
た
ち
で
、
霊
帝
と
献
帝
と
の
直
接
的
な
継
承
関

係
を
強
調
し
つ
つ
、
董
卓
期
よ
り
も
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
、
献
帝
独
自
の
権
力
構
造
の
構
築
が
、
祭
祀
、
儀
礼
を
通
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
。

一
方
で
、
こ
う
し
た
一
連
の
施
策
が
、
政
治
の
主
導
権
を
握
っ
た
と
み
ら
れ
る
李
傕
ら
の
立
場
と
は
ど
の
よ
う
に
関
連
し
た
の
か
、
と
い

う
問
題
が
残
る
。
そ
こ
で
、
次
章
で
は
当
該
期
に
お
け
る
彼
ら
の
祭
祀
観
に
着
目
し
、
検
討
し
て
い
く
。

二
、
李
傕
の
祭
祀
観

　

李
傕
、
郭
汜
ら
は
、
董
卓
の
娘
婿
で
あ
っ
た
中
郎
将
牛
輔
の
命
令
を
受
け
、
張
済
と
と
も
に
陳
留
、
潁
川
の
諸
県
で
略
奪
を
お
こ
な
っ

て
い
た
。
董
卓
が
誅
滅
さ
れ
る
と
、
呂
布
が
李
粛
を
派
遣
し
て
陝
に
駐
屯
し
て
い
た
牛
輔
を
攻
撃
さ
せ
る
。
こ
の
際
、
牛
輔
は
李
粛
を
弘

農
に
退
け
た
が
、
直
後
に
牛
輔
の
陣
営
が
恐
慌
状
態
に
陥
り
、
牛
輔
は
側
近
の
攴
胡
赤
児
に
討
た
れ
た）

11
（

。
李
傕
、
郭
汜
ら
は
残
っ
た
兵
十

余
万
を
ま
と
め
上
げ
て
長
安
を
攻
撃
し
、
陥
落
さ
せ
る
。
そ
の
後
の
経
過
は
前
章
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
董
卓
を
郿
に
葬
っ

た
の
ち
、
初
平
三
年
九
月
に
李
傕
が
車
騎
将
軍
、
司
隷
校
尉
に
任
じ
ら
れ
た
ほ
か
、
郭
汜
が
後
将
軍
に
任
じ
ら
れ
て
い
る）

19
（

。
ま
た
、
李
傕
、

郭
汜
と
行
動
を
共
に
し
て
い
た
張
済
は
驃
騎
将
軍
に
任
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
以
降
も
、
李
傕
ら
は
将
軍
位
に
は
あ
り
続
け
た
が
、
公
卿
に
は

一
貫
し
て
皇
甫
嵩
や
楊
彪
な
ど
の
儒
家
官
僚
が
充
て
ら
れ
た
。
自
ら
が
相
国
に
ま
で
就
き
、
帝
位
の
簒
奪
を
企
図
し
た
董
卓
と
は
対
照
的

五
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で
あ
る
。
一
方
で
、
李
傕
が
政
治
を
壟
断
し
て
い
た
状
況
も
確
認
で
き
る
。

　
『
三
国
志
』
魏
書
巻
六
・
董
卓
伝
の
裴
注
に
は
、

献
帝
紀
曰
、
是
時
新
遷
都
、
宮
人
多
亡
衣
服
、
帝
欲
発
御
府
繒
以
与
之
、
李
傕
弗
欲
、
曰
、
宮
中
有
衣
、
胡
為
復
作
邪
。
詔
売
廄
馬

百
余
匹
、
御
府
大
司
農
出
雑
繒
二
万
匹
、
与
所
売
廄
馬
直
、
賜
公
卿
以
下
及
貧
民
不
能
自
存
者
。
李
傕
曰
、
我
邸
閣
儲
廄
少
、
乃
悉

載
置
其
営
。
賈
詡
曰
、
此
上
意
、
不
可
拒
、
傕
不
従
之
。

と
あ
り
、
経
済
状
況
が
董
卓
期
同
様
窮
乏
し
た
状
況
に
あ
る
な
か
、
李
傕
が
宮
中
の
財
政
に
介
入
し
て
い
た
。
そ
の
ほ
か
、『
後
漢
書
』

朱
儁
伝
に
は
、

及
董
卓
被
誅
、
傕
、
汜
作
乱
、
雋
時
猶
在
中
牟
。
陶
謙
以
雋
名
臣
、
数
有
戦
功
、
可
委
以
大
事
、
乃
与
諸
豪
桀
共
推
雋
為
太
師
、
因

移
檄
牧
伯
、
同
討
李
傕
等
、
奉
迎
天
子
。
乃
奏
記
於
雋
曰
、
…
、
国
家
既
遭
董
卓
、
重
以
李
傕
、
郭
汜
之
禍
、
幼
主
劫
執
、
忠
良
殘

敝
、
長
安
隔
絶
、
不
知
吉
凶
。
是
以
臨
官
尹
人
、
搢
紳
有
識
、
莫
不
憂
懼
、
以
為
自
非
明
哲
雄
覇
之
士
、
曷
能
剋
済
禍
乱
。
…
。
雋

曰
、
以
君
召
臣
、
義
不
俟
駕
、
況
天
子
詔
乎
。
且
傕
、
汜
小
豎
、
樊
稠
庸
児
、
無
他
遠
略
、
又
埶
力
相
敵
、
変
難
必
作
。
吾
乗
其
間
、

大
事
可
済
。
遂
辞
謙
議
而
就
傕
徵
、
復
為
太
僕
、
謙
等
遂
罷
。

と
あ
る
。中
牟
に
滞
在
し
て
い
た
朱
儁
に
対
し
て
、徐
州
刺
史
陶
謙
ら
在
地
の
豪
族
が
、朱
儁
に
送
っ
た
檄
文
で
あ
る
。こ
の
中
で
は
、李
傕
、

郭
汜
の
乱
に
よ
っ
て
、
長
安
が
隔
絶
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
。
前
述
の
よ
う
な
広
範
囲
に
渡
る
撫
順
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
こ

れ
が
檄
文
で
あ
る
と
い
う
点
を
考
え
れ
ば
、
実
際
の
状
況
を
そ
の
ま
ま
伝
え
た
も
の
と
は
考
え
難
い
。
し
か
し
す
く
な
く
と
も
、
李
傕
ら

に
よ
る
専
権
が
一
部
で
は
批
判
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
董
卓
の
よ
う
な
簒
奪
へ
の
志
向
は
確
認

で
き
な
い
も
の
の
、
李
傕
、
郭
汜
の
専
権
が
董
卓
期
と
同
様
の
か
た
ち
で
継
続
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、李
傕
ら
は
将
軍
と
い
う
立
場
を
保
持
し
つ
つ
、政
治
に
介
入
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、李
傕
個
人
は
祭
祀
に
関
し
て
、『
三

国
志
』
魏
書
巻
六
・
董
卓
伝
の
裴
注
に
、

献
帝
起
居
注
曰
、
傕
性
喜
鬼
怪
左
道
之
術
、
常
有
道
人
及
女
巫
歌
謳
撃
鼓
下
神
、
祠
祭
六
丁
、
符
劾
厭
勝
之
具
、
無
所
不
為
。
又
於

六
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七

朝
廷
省
門
外
、
為
董
卓
作
神
坐
、
数
以
牛
羊
祠
之
、
訖
、
過
省
閤
問
起
居
、
求
入
見
。

と
あ
り
、
老
荘
思
想
を
好
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
省
中
の
門
外
で
董
卓
の
神
座
を
祭
り
、
そ
れ
が
終
わ
る
と
献
帝
の
起
居
を

問
う
、
と
い
う
の
が
李
傕
独
自
の
祭
祀
的
習
慣
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
董
卓
の
神
座
を
祭
っ
て
い
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
董
卓
を

郿
に
葬
っ
た
李
傕
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
儀
礼
が
、
国
家
祭
祀
の
場
に
ま
で

持
ち
込
ま
れ
た
様
子
は
う
か
が
え
な
い
た
め
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
で
は
、
あ
く
ま
で
李
傕
個
人
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

　

他
方
、
前
引
の
裴
注
に
は
、

天
子
以
謁
者
僕
射
皇
甫
酈
涼
州
旧
姓
、
有
専
対
之
才
、
遣
令
和
傕
、
汜
。
酈
先
詣
汜
、
汜
受
詔
命
。
詣
傕
、
傕
不
肯
、
曰
、
我
有
討

呂
布
之
功
、
輔
政
四
年
、
三
輔
清
静
、
天
下
所
知
也
。
郭
多
、
盜
馬
虜
耳
、
何
敢
乃
欲
与
吾
等
邪
。
必
欲
誅
之
。
君
為
涼
州
人
、
観

吾
方
略
士
衆
、
足
弁
多
不
。
多
又
劫
質
公
卿
、
所
為
如
是
、
而
君
苟
欲
利
郭
多
、
李
傕
有
膽
自
知
之
。

と
も
あ
り
、
李
傕
は
自
ら
を
「
有
討
呂
布
之
功
、
輔
政
四
年
、
三
輔
清
静
、
天
下
所
知
也
。」
と
評
価
し
て
い
る
。
前
述
の
通
り
、
李
傕

と
郭
汜
は
、
董
卓
期
の
中
郎
将
で
あ
っ
た
牛
輔
の
指
揮
下
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
董
卓
が
呂
布
に
よ
っ
て
誅
滅
さ
れ
、
牛
輔
も

殺
さ
れ
た
の
ち
、
李
傕
ら
は
混
乱
し
た
幕
僚
を
ま
と
め
上
げ
、
長
安
を
陥
落
さ
せ
た
。
そ
の
た
め
、
李
傕
か
ら
す
れ
ば
、
呂
布
を
長
安
か

ら
駆
逐
し
た
こ
と
は
、
董
卓
の
持
っ
て
い
た
兵
権
を
継
承
し
、
逆
賊
で
あ
る
呂
布
を
討
っ
た
「
功
績
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
董
卓
に
代
わ
っ
て
朝
政
を
輔
弼
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
李
傕
の
基
本
的
な
姿
勢
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
い
わ
ば
李
傕

の
立
場
は
あ
く
ま
で
董
卓
に
よ
る
献
帝
輔
弼
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
献
帝
の
皇
帝
権
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
加
え
、
李
傕
自
身
は
董
卓
と
比
較
し
て
儒
家
的
祭
祀
に
対
す
る
理
解
が
薄
く
、
老
荘
思
想
に
基
づ
い
た
独
自
の
祭
祀
を
お
こ

な
っ
て
は
い
た
も
の
の
、
献
帝
が
お
こ
な
う
国
家
祭
祀
に
介
入
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
こ
の
の
ち
李
傕
が
大
司
馬
に
任
じ
ら

れ
て
か
ら
も
同
様
で
あ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
む
し
ろ
、
李
傕
の
関
心
は
、
郭
汜
、
張
済
ら
と
の
主
導
権
争
い
に
終
始
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
李
傕
は
政
治
的
な
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
は
す
る
も
の
の
、
献
帝
の
祭
祀
、
儀
礼
に
介
入
し
た
様
子
は
み

ら
れ
な
い
。
李
傕
の
政
治
的
立
場
は
あ
く
ま
で
董
卓
に
よ
る
献
帝
輔
弼
の
延
長
線
上
に
位
置
し
て
お
り
、
献
帝
の
皇
帝
権
そ
の
も
の
を
否

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
李
傕
に
は
老
荘
思
想
を
核
と
し
た
独
自
の
祭
祀
観
が
あ
り
、
儒
家
的
祭
祀
へ
の
理
解
そ
の
も
の

が
不
足
し
て
い
た
可
能
性
を
見
出
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
祭
祀
、
儀
礼
を
通
し
た
献
帝
に
よ
る
皇
帝
権
構
築
は
、
李
傕
の
専
権
と
は
競
合
す

る
こ
と
が
無
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
は
李
傕
、
郭
汜
を
は
じ
め
、
旧
董
卓
幕
僚
間
で
の
主
導
権
争
い
も
進
行
し
て
い
た
。
そ
こ

で
次
に
、
そ
う
し
た
主
導
権
争
い
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
献
帝
の
東
遷
以
降
、
祭
祀
と
皇
帝
権
と
が
い
か
に
し
て
維
持
さ
れ
た
か
、
と
い

う
問
題
に
つ
い
て
、
章
を
改
め
て
検
討
す
る
。

三
、
献
帝
の
東
遷
と
許
昌
遷
都

　　

興
平
二
年
二
月
乙
亥
に
な
る
と
、
李
傕
と
郭
汜
と
が
、
政
治
の
主
導
権
を
巡
っ
て
戦
闘
状
態
に
入
る）

21
（

。
こ
の
際
、
宮
室
が
焼
か
れ
、
李

傕
の
陣
営
に
献
帝
が
連
れ
出
さ
れ
る
事
態
に
ま
で
発
展
す
る
が
、
六
月
庚
午
に
両
者
は
和
解
す
る）

21
（

。
そ
し
て
、
献
帝
の
東
遷
が
計
画
さ
れ

た
。
こ
れ
は
、
李
傕
と
郭
汜
の
調
停
に
あ
た
っ
た
張
済
が
、
献
帝
を
自
ら
の
陣
営
で
あ
る
弘
農
に
遷
そ
う
と
し
た
こ
と
に
よ
る
。
一
方
、

献
帝
は
洛
陽
帰
還
を
希
望
し
て
い
た
よ
う
で
、
両
者
の
思
惑
に
や
や
齟
齬
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
の
計
画
は
李
傕
の
承
認
を
得
る）

22
（

。
当

初
は
郭
汜
、
楊
定
、
楊
奉
、
董
承
が
献
帝
を
護
衛
す
る
が
、
新
豊
か
ら
華
陰
に
向
か
う
途
中
で
郭
汜
が
裏
切
り
、
献
帝
を
脅
し
て
郿
を
都

と
し
よ
う
と
し
た）

21
（

。
し
か
し
、
残
っ
た
楊
奉
ら
が
護
衛
を
し
、
李
傕
、
郭
汜
ら
と
の
戦
闘
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
同
年
十
二
月
庚
辰
ま
で

に
、
華
陰
、
東
澗
、
曹
陽
、
陝
と
、
黄
河
の
南
側
に
沿
っ
て
東
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
。
こ
の
間
、
東
澗
で
は
献
帝
側
が
大
敗
し
、
光
禄
勳

鄧
泉
、
衛
尉
士
孫
瑞
ら
公
卿
が
多
数
戦
死
す
る
事
態
に
見
舞
わ
れ
る）

24
（

。
こ
れ
に
次
ぐ
曹
陽
の
戦
闘
で
は
、
楊
奉
、
董
承
の
呼
び
か
け
に
応

じ
、
白
波
賊
の
胡
才
、
李
楽
、
韓
暹
お
よ
び
左
賢
王
去
卑
ら
が
献
帝
に
協
力
し
、
一
度
は
李
傕
ら
の
軍
を
破
っ
た）

24
（

。
楊
奉
は
元
白
波
賊
の

八
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頭
目
で
も
あ
っ
た
た
め
、
韓
暹
ら
が
楊
奉
の
呼
び
か
け
に
応
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

陝
に
到
達
す
る
と
、
献
帝
た
ち
は
洛
陽
へ
進
ま
ず
、
黄
河
を
渡
っ
て
河
東
郡
の
安
邑
へ
と
向
か
う
。
こ
の
経
路
変
更
は
、『
三
国
志
』

魏
書
巻
六
・
董
卓
伝
に
、

奉
、（
韓
）
暹
等
遂
以
天
子
都
安
邑
、
御
乗
牛
車
。

と
あ
る
よ
う
に
、
楊
奉
、
韓
暹
の
主
導
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
際
の
渡
河
に
つ
い
て
は
、
弘
農
郡
出
身
の
太
尉
楊
彪
や
、
陝
令
を

経
験
し
て
い
た
劉
艾
が
反
対
し
て
い
る
。
実
際
に
、
李
傕
ら
の
追
手
を
か
わ
し
な
が
ら
の
渡
河
は
困
難
を
き
わ
め
、
渡
り
切
っ
た
の
は
楊

奉
ら
も
含
め
た
わ
ず
か
数
十
人
で
あ
っ
た）

25
（

。
こ
の
よ
う
な
危
険
を
冒
し
て
ま
で
安
邑
に
向
か
っ
た
背
景
と
し
て
は
、
安
邑
が
河
東
郡
の
郡

治
で
あ
り
、
同
郡
を
拠
点
と
し
て
い
た
楊
奉
ら
の
影
響
の
も
と
で
、
黄
河
を
要
害
と
し
、
李
傕
ら
を
防
ぐ
と
い
う
、
戦
略
上
の
目
的
が
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
実
際
に
、
献
帝
は
安
邑
に
到
達
し
た
の
ち
太
僕
韓
融
を
弘
農
に
派
遣
し
、
李
傕
、
郭
汜
ら
と
和
睦
し
て
い
る）

21
（

。

ま
た
、
安
邑
に
着
く
と
河
東
太
守
王
邑
が
綿
帛
を
献
上
し
た
た
め
、
こ
れ
を
列
侯
に
封
じ
た
ほ
か
、
曹
陽
で
救
援
に
駆
け
つ
け
た
胡
才
な

ど
に
将
軍
位
が
与
え
ら
れ
た）

27
（

。
こ
の
際
、
楊
奉
、
董
承
に
は
封
爵
な
ど
は
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
が
、『
三
国
志
』
魏
書
巻
六
・
董
卓
伝

に
は
「
並
与
奉
、
承
持
政
」
と
あ
り
、
二
人
が
政
治
の
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
安
邑
を
仮
の

都
と
す
る
体
制
が
で
き
つ
つ
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

年
が
明
け
る
と
、『
後
漢
書
』
献
帝
紀
・
建
安
元
年
春
正
月
癸
酉
条
に
、

建
安
元
年
春
正
月
癸
酉
、
郊
祀
上
帝
於
安
邑
、
大
赦
天
下
、
改
元
建
安
。

と
あ
る
よ
う
に
、
上
帝
の
郊
祀
、
建
安
へ
の
改
元
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
献
帝
が
安
邑
を
仮
の
都
と
し
た
こ
と
の
一
側
面
と
し
て
、
楊
奉
ら

が
李
傕
の
追
手
を
防
ぐ
た
め
の
、
戦
略
上
の
目
的
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
方
で
、
そ
も
そ
も
李
傕
と
楊
奉
と
の
争
い
は
、
長
安
に
お
け
る
李

傕
と
郭
汜
と
の
主
導
権
争
い
を
発
端
と
し
て
い
る
。
こ
の
際
、
い
ず
れ
も
献
帝
の
身
柄
を
自
ら
の
陣
営
に
置
き
、
郭
汜
は
さ
ら
に
郿
を
都

と
し
よ
う
と
し
た
。
前
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
李
傕
の
専
権
は
献
帝
輔
弼
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
導
権
を
握
る
た
め
に

は
、
献
帝
を
自
ら
の
も
と
に
置
く
こ
と
が
必
須
条
件
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
李
傕
と
郭
汜
と
の
主
導
権
争
い
は
、
献
帝
の

九
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身
柄
を
巡
る
争
い
に
発
展
し
た
。
楊
奉
ら
の
拠
点
で
あ
る
安
邑
で
郊
祀
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
は
、
こ
う
し
た
主
導
権
争
い
の
結
果
、
献
帝

の
身
柄
が
楊
奉
の
も
と
に
置
か
れ
た
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　

他
方
、
献
帝
は
漢
の
伝
統
的
な
都
で
あ
る
長
安
、
洛
陽
の
い
ず
れ
か
ら
も
離
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
郊
祀
が
本
来
天
子
の
居
所

で
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
祭
祀
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
安
邑
で
の
郊
祀
は
、
祭
祀
の
本
来
的
な
性
格
へ
の
回
帰
と
も
理
解
で
き
よ
う
。

無
論
、
そ
れ
は
献
帝
が
唯
一
無
二
の
天
子
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
献
帝
を
輔
弼
す
る
楊
奉
ら
は
も
ち
ろ
ん
、
事
態
の

経
過
を
観
察
す
る
他
の
群
雄
に
と
っ
て
も
、
安
邑
で
の
郊
祀
を
い
か
に
し
て
認
識
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
献
帝
を
後
漢
の
天
子
と
し
て

認
識
す
る
か
否
か
の
分
岐
点
と
も
な
り
得
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
う
し
た
考
察
に
大
過
が
な
け
れ
ば
、
献
帝
は
自
ら
を
巡
っ
て
董
卓

の
旧
幕
僚
が
争
い
を
繰
り
広
げ
る
中
、
自
ら
の
健
在
と
天
子
と
し
て
の
威
光
を
、
郊
祀
を
通
し
て
誇
示
し
、
献
帝
を
後
漢
の
天
子
と
し
て

奉
ず
る
か
否
か
の
選
択
を
、
天
下
に
対
し
て
突
き
つ
け
た
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
実
態
と
し
て
安
邑
に
お
け
る
献
帝
の
境
遇
は
、
天
子
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
蝗
害
が

起
こ
り
、
穀
物
の
収
穫
が
見
込
め
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
諸
将
や
民
衆
の
統
率
も
乱
れ
は
じ
め
た
た
め
、
楊
奉
、
韓
暹
、
董
承
は
、
河

内
太
守
張
楊
の
進
言
に
従
っ
て
、
洛
陽
に
帰
還
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
献
帝
ら
一
行
は
六
月
乙
未
に
聞
喜
に
幸
し
た
の
ち
、
箕
関
、
軹

道
を
経
由
し
て
七
月
甲
子
に
洛
陽
に
到
着
し
た）

21
（

。
こ
の
時
献
帝
は
、『
後
漢
書
』
献
帝
紀
・
建
安
元
年
条
に
、

夏
六
月
乙
未
、
幸
聞
喜
。
秋
七
月
甲
子
、
車
駕
至
洛
陽
、
幸
故
中
常
侍
趙
忠
宅
。
丁
丑
、
郊
祀
上
帝
、
大
赦
天
下
。
己
卯
、
謁
太
廟
。

八
月
辛
丑
、
幸
南
宮
楊
安
殿
。

と
あ
る
よ
う
に
、
洛
陽
で
も
郊
祀
を
お
こ
な
う
。
献
帝
の
洛
陽
帰
還
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
の
ち
、
八
月
癸
卯
に
は
張
楊

が
大
司
馬
、
韓
暹
が
将
軍
、
楊
奉
が
車
騎
将
軍
に
叙
さ
れ
た）

29
（

。
こ
こ
に
き
て
張
楊
が
大
司
馬
と
な
っ
た
こ
と
は
、
洛
陽
へ
の
帰
還
を
進
言

し
た
こ
と
と
、
そ
の
道
中
で
食
糧
を
供
出
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
楊
奉
ら
が
依
然
と
し
て
政
治
に
関
与
す
る
中
で
、
張
楊
が

大
司
馬
に
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
歪
み
が
生
じ
始
め
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
張
楊
が
食
料
を
供
出
し
た
以
外
は
周
辺
の
州
郡
か
ら
救
援
が
来
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
た
め
洛
陽
で
の
状
況
も
安
邑
と
変
化

一
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が
み
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
曹
操
が
献
帝
の
保
護
に
動
き
始
め
る
。
そ
し
て
、
曹
操
が
本
拠
を
置
い
た
ば

か
り
の
許
昌
に
都
を
遷
す
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。
遷
都
は
あ
ら
か
じ
め
計
画
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
当
初
は
楊
奉
と
曹
操
と
が
洛

陽
に
お
い
て
共
同
で
献
帝
を
輔
弼
す
る
思
惑
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
楊
奉
も
こ
れ
を
承
認
し
た
よ
う
で
、
曹
操
は
鎮
東
将
軍
に

叙
せ
ら
れ
た
ほ
か
、
費
亭
侯
に
封
じ
ら
れ
た）

11
（

。
し
か
し
、
楊
奉
は
許
昌
遷
都
に
は
反
対
し
、
曹
操
と
の
戦
闘
の
末
、
敗
北
す
る
。
こ
う
し

て
、
献
帝
の
周
囲
か
ら
楊
奉
、
韓
暹
ら
河
東
の
勢
力
が
排
除
さ
れ
、
建
安
元
年
八
月
庚
申
、
曹
操
の
庇
護
下
で
の
許
昌
遷
都
が
お
こ
な
わ

れ
る）

11
（

。
遷
都
以
降
、『
三
国
志
』
魏
書
巻
一
・
武
帝
紀
に
、

　
　

自
天
子
西
遷
、
朝
廷
日
乱
、
至
是
宗
廟
社
稷
制
度
始
立
。

と
あ
る
よ
う
に
、
長
安
以
来
、
朝
廷
の
混
乱
の
た
め
に
途
絶
え
て
い
た
宗
廟
社
稷
の
制
度
が
整
え
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
の
具
体
的
状
況
は

判
然
と
し
な
い
が
、
長
安
、
安
邑
、
洛
陽
で
の
窮
乏
し
た
状
況
か
ら
考
え
れ
ば
、
郊
祀
も
含
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
祀
が
通
常
通
り
お
こ

な
わ
れ
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
許
昌
と
い
う
安
定
し
た
都
を
得
て
、
そ
う
し
た
祭
祀
が
本
来
の
形
に
整
備
さ
れ
は
じ
め
た
も
の
と
み
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

李
傕
と
郭
汜
と
の
間
の
主
導
権
争
い
は
、
献
帝
の
身
柄
を
巡
る
争
い
に
発
展
す
る
。
長
安
に
お
け
る
政
治
の
主
導
権
が
、
献
帝
を
輔
弼

す
る
、
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
両
者
が
和
睦
す
る
と
、
張
済
の
提
案
に
よ
っ
て
献
帝
の
東
遷
が
始
ま
る
。
し

か
し
、
こ
れ
も
張
済
が
、
自
ら
の
陣
営
に
献
帝
を
引
き
入
れ
る
た
め
の
方
便
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
献
帝
を
巡
る
争
い
は
楊

奉
や
董
承
な
ど
他
の
旧
幕
僚
、
さ
ら
に
は
白
波
賊
の
韓
暹
ま
で
も
巻
き
込
み
、
広
域
化
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
中
で
献
帝
が
郊
祀
を
お

こ
な
い
、
自
ら
の
居
所
と
後
漢
の
都
を
明
確
化
さ
せ
た
こ
と
は
、
そ
う
し
た
争
い
の
結
果
献
帝
の
身
柄
が
誰
の
元
に
帰
し
た
か
、
と
い
う

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
同
時
に
、
そ
れ
は
漢
の
伝
統
的
な
都
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
天
子
の
居
所
こ
そ
が
都
で
あ
る
、

と
い
う
観
念
を
打
ち
出
し
た
こ
と
に
も
な
る
。
安
邑
で
の
郊
祀
は
、そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、後
漢
の
礼
制
上
に
お
け
る
画
期
で
も
あ
っ

た
。
た
だ
し
、
献
帝
に
と
っ
て
安
邑
は
あ
く
ま
で
も
仮
の
都
で
あ
り
、
最
終
的
に
洛
陽
へ
の
帰
還
が
果
た
さ
れ
る
と
、
再
度
郊
祀
を
お
こ

な
う
こ
と
で
、
洛
陽
帰
還
を
顕
示
し
た
。
こ
れ
と
同
時
に
、
洛
陽
帰
還
を
進
言
し
た
張
楊
が
加
わ
る
か
た
ち
で
、
主
導
権
争
い
が
再
燃
す

一
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る
こ
と
と
な
る
。
最
終
的
に
は
こ
の
争
い
に
曹
操
が
加
わ
り
、
楊
奉
ら
を
排
除
し
て
献
帝
を
許
昌
に
迎
え
る
。
以
降
、
宗
廟
社
稷
の
制
度

が
整
備
さ
れ
は
じ
め
、
曹
操
の
輔
弼
と
許
昌
と
い
う
安
定
し
た
都
の
中
で
、
礼
制
の
再
建
が
開
始
さ
れ
た
。
董
卓
誅
滅
以
来
、
祭
祀
と
儀

礼
と
が
、
不
安
定
で
あ
っ
た
献
帝
の
皇
帝
権
を
担
保
し
て
い
た
が
、
許
昌
遷
都
以
降
は
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
後
漢
本
来
の
礼
制
を
再
建

す
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

李
傕
、
郭
汜
の
専
権
期
に
お
い
て
、
献
帝
は
太
学
で
の
儀
礼
と
王
美
人
へ
の
追
尊
を
お
こ
な
う
。
こ
れ
ら
は
、
献
帝
独
自
の
官
僚
集
団

の
形
成
と
、
実
母
の
地
位
向
上
に
と
も
な
う
、
皇
帝
―
外
戚
と
い
う
権
力
構
造
へ
の
回
帰
と
を
目
的
と
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。

献
帝
は
祭
祀
を
通
し
て
、
即
位
以
来
不
安
定
で
あ
っ
た
皇
帝
権
の
強
化
を
志
向
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
方
向
性
は
董
卓
期
に
も

み
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
献
帝
の
施
策
は
祭
祀
、
儀
礼
を
通
し
て
そ
れ
を
独
自
に
継
続
、
発
展
さ
せ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
中
、
李
傕
は
政
治
に
介
入
す
る
こ
と
は
あ
り
つ
つ
も
、
祭
祀
に
介
入
し
て
い
た
様
子
は
み
ら
れ
な
い
。
李
傕
に
は
独
自
の
祭

祀
観
が
あ
り
、
儒
家
的
な
祭
祀
へ
の
理
解
が
薄
か
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
李
傕
の
権
力
は
董
卓
に
よ
る
献
帝
輔
弼
の
延
長
線
上

に
あ
り
、
献
帝
の
皇
帝
権
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、
祭
祀
を
媒
介
と
し
て
独
自
の
権
力
構

築
を
企
図
す
る
献
帝
に
対
し
て
、
李
傕
は
直
接
的
な
介
入
を
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
の
ち
李
傕
、
郭
汜
に
よ
る
主
導
権
争
い
が
起
こ
り
、
献
帝
の
身
柄
を
巡
る
争
い
に
発
展
す
る
。
争
い
は
董
卓
の
旧
幕
僚

全
体
に
広
が
り
、
献
帝
の
東
遷
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
で
、
地
域
的
に
も
広
域
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
中
、
安
邑
に
お
い
て
郊

祀
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
は
、
同
地
を
根
拠
地
と
し
て
い
た
楊
奉
、
韓
暹
ら
の
も
と
に
献
帝
が
置
か
れ
、
争
い
が
一
旦
は
収
束
し
た
こ
と

を
示
す
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
漢
の
都
は
伝
統
的
な
長
安
、
洛
陽
の
み
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
天
子
の
居
所
こ

一
二
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そ
が
都
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。
た
だ
し
、
献
帝
に
と
っ
て
安
邑
は
あ
く
ま
で
仮
の
都
で
し
か
な
い
。
そ
の
た

め
、
洛
陽
へ
の
遷
都
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
、
献
帝
は
再
度
郊
祀
を
お
こ
な
う
こ
と
で
、
洛
陽
帰
還
を
顕
示
し
た
。
こ
の
の
ち
、
張
楊
や
曹

操
が
介
入
す
る
か
た
ち
で
主
導
権
争
い
が
再
燃
す
る
と
、
曹
操
の
提
案
に
よ
り
許
昌
遷
都
が
実
行
さ
れ
、
曹
操
の
輔
弼
と
許
昌
と
い
う
安

定
し
た
都
を
得
た
こ
と
で
、
礼
制
の
再
建
が
図
ら
れ
た
。

　

以
上
、
董
卓
誅
滅
か
ら
許
昌
遷
都
ま
で
の
礼
制
と
皇
帝
権
を
巡
る
動
向
に
つ
い
て
、
基
礎
的
な
検
討
を
試
み
た
。
そ
の
中
で
明
ら
か
と

な
っ
た
の
は
、
一
面
で
は
献
帝
の
皇
帝
権
を
担
保
す
る
も
の
で
あ
っ
た
董
卓
が
誅
滅
さ
れ
た
後
、
献
帝
自
身
が
い
か
に
し
て
独
自
の
権
力

を
構
築
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
当
該
期
に
お
け
る
課
題
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
課
題
に
直
面
す
る
中
で
、
祭
祀
、

儀
礼
の
挙
行
を
通
し
て
、
霊
帝
と
の
直
接
的
な
継
承
関
係
と
、
太
学
生
や
実
母
の
外
戚
を
引
き
込
ん
だ
権
力
構
造
と
が
形
成
さ
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
当
該
期
の
混
乱
状
態
の
中
で
あ
る
程
度
そ
の
目
的
を
達
成
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
の
ち
、
曹
操
が
献

帝
を
許
昌
に
迎
え
た
段
階
で
、
礼
制
の
再
建
が
新
た
な
課
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
し
て
見
た
場
合
、
当
該
期
の
混
乱
の

中
で
、
献
帝
が
礼
制
を
通
し
て
独
自
の
皇
帝
権
を
模
索
し
、
そ
れ
が
一
定
の
成
果
を
収
め
た
こ
と
で
、
漢
魏
禅
譲
の
基
盤
が
作
り
上
げ
ら

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
詳
細
な
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
註

（1）
主
な
研
究
と
し
て
、
西
嶋
定
生
「
皇
帝
支
配
の
成
立
」（『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
）、　

板
野
長
八
『
古
代
中

国
に
お
け
る
人
間
観
の
展
開
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
）、
金
子
修
一
『
古
代
中
国
と
皇
帝
祭
祀
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
）、『
中

国
古
代
皇
帝
祭
祀
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
）、
渡
辺
信
一
郎
「
天
下
観
念
と
中
国
に
お
け
る
古
典
的
国
制
の
成
立
」（『
中

国
の
歴
史
世
界
―
統
合
の
シ
ス
テ
ム
と
多
元
的
発
展
―
』
東
京
都
立
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
所
収
。）、
渡
邊
義
浩
『
後
漢
国
家
の

支
配
と
儒
教
』（
雄
山
閣
、
一
九
九
五
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（2）
即
位
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
尾
形
勇
「
皇
帝
の
自
称
形
式
と
即
位
儀
礼
―
王
朝
交
替
時
の
ば
あ
い
を
中
心
に
―
」（『
山
梨
大
學
教
育
學

一
三
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一
四

部
研
究
報
告
・ 

第
一
分
冊
』
人
文
社
会
科
学
系 

二
八
、一
九
七
七
、
の
ち
、
同
氏
『
中
国
古
代
の
「
家
」
と
国
家
―
皇
帝
支
配
下
の

秩
序
構
造
―
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
所
収
。）、「
中
国
の
即
位
儀
礼
」（『
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
日
本
古
代
史
講
座
第
九
巻　

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
儀
礼
と
国
家
』
学
生
社
、
一
九
八
二
）、
西
嶋
定
生
「
漢
代
に
お
け
る
即
位
儀
礼
」（『
榎
博
士
還
暦
記
念
東
洋

史
論
叢
』
山
川
出
版
社
、
一
九
七
五
）
渡
邊
義
浩
「
漢
魏
に
お
け
る
皇
帝
即
位
と
天
子
即
位
」（『
東
洋
研
究
』
一
六
五
、二
〇
〇
七
、

の
ち
、
同
氏
注
（
１
）
前
掲
書
所
収
。）
参
照
。
祭
天
に
つ
い
て
は
、
郊
祀
と
の
関
連
と
と
も
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
小
島
毅　
「
郊

祀
制
度
の
変
遷
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
〇
八
、一
九
八
九
）
妹
尾
達
彦
「
帝
国
の
宇
宙
論
―
中
華
帝
国
の
祭
天
儀
礼
―
」

（『
王
権
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
』
弘
文
堂
、
一
九
九
八
）、
目
黒
杏
子　
「
後
漢
郊
祀
制
と
「
元
始
故
事
」」（『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』

三
六
、二
〇
〇
八
）
金
子
氏
『
古
代
中
国
と
皇
帝
祭
祀
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
）、『
中
国
古
代
皇
帝
祭
祀
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
六
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（1）
石
井
仁
「
漢
末
州
牧
考
」（『
秋
大
史
学
』
三
八
、一
九
九
二
）、
ま
た
、
拙
稿
「
蔡
邕
の
廟
制
改
革
と
董
卓
」（『
鴨
台
史
学
』
に
投
稿
、

二
〇
一
八
）
で
は
、
献
帝
の
即
位
を
不
当
と
す
る
山
東
の
反
乱
に
対
し
て
、
董
卓
専
権
下
の
長
安
で
は
元
号
や
廟
制
の
改
変
な
ど
を

通
し
て
、
霊
帝
と
献
帝
と
の
直
接
的
な
継
承
関
係
を
、
献
帝
即
位
の
正
当
性
と
し
て
利
用
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

（4）
『
後
漢
書
』
献
帝
紀
・
初
平
三
年
夏
四
月
辛
巳
条

夏
四
月
辛
巳
、
誅
董
卓
、
夷
三
族
。
司
徒
王
允
録
尚
書
事
、
総
朝
政
、
遣
使
者
張
种
撫
慰
山
東
。

（5）
『
後
漢
書
』
献
帝
紀
・
初
平
三
年
五
月
条　
　

董
卓
部
曲
将
李
傕
、
郭
汜
、
樊
稠
、
張
済
等
反
、
攻
京
師
。
六
月
戊
午
、
陷
長
安
城
、
太
常
种
拂
、
太
僕
魯
旭
、
大
鴻
臚
周
奐
、
城

門
校
尉
崔
烈
、
越
騎
校
尉
王
頎
並
戦
歿
、
吏
民
死
者
万
余
人
。
李
傕
等
並
自
為
将
軍
。

『
後
漢
書
』
献
帝
紀
・
初
平
三
年
六
月
条

李
傕
殺
司
隸
校
尉
黃
琬
、
甲
子
、
殺
司
徒
王
允
、
皆
滅
其
族
。
丙
子
、
前
将
軍
趙
謙
為
司
徒
。

（1）
『
後
漢
書
』
献
帝
紀
・
初
平
三
年
秋
七
月
庚
子
条　
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一
五

秋
七
月
庚
子
、
太
尉
馬
日
磾
為
太
傅
、
録
尚
書
事
。
八
月
、
遣
日
磾
及
太
僕
趙
岐
、
持
節
慰
撫
天
下
。
車
騎
将
軍
皇
甫
嵩
為
太
尉
。

司
徒
趙
謙
罷
。　
　

（7）
『
後
漢
書
』
趙
岐
伝　

及
献
帝
西
都
、
復
拝
議
郎
、
稍
遷
太
僕
。
及
李
傕
専
政
、
使
太
傅
馬
日
磾
撫
慰
天
下
、
以
岐
為
副
。
日
磾
行
至
洛
陽
、
表
別
遣
岐
宣

揚
国
命
、
所
到
郡
県
、
百
姓
皆
喜
曰
、
今
日
乃
復
見
使
者
車
騎
。

（1）
『
後
漢
書
』
趙
岐
伝

是
時
袁
紹
、
曹
操
与
公
孫
瓚
争
冀
州
、
紹
及
操
聞
岐
至
、
皆
自
将
兵
数
百
里
奉
迎
、
岐
深
陳
天
子
恩
徳
、
宜
罷
兵
安
人
之
道
、
又
移

書
公
孫
瓚
、
為
言
利
害
。
紹
等
各
引
兵
去
、
皆
与
岐
期
会
洛
陽
、
奉
迎
車
駕
。
岐
南
到
陳
留
、
得
篤
疾
、
経
涉
二
年
、
期
者
遂
不
至

同
書
孔
融
伝

初
、太
傅
馬
日
磾
奉
使
山
東
、及
至
淮
南
、数
有
意
於
袁
術
。
術
軽
侮
之
、遂
奪
取
其
節
、求
去
又
不
聴
、因
欲
逼
為
軍
帥
。
日
磾
深
自
恨
、

遂
嘔
血
而
斃
。
及
喪
還
、
朝
廷
議
欲
加
礼
。
融
乃
独
議
曰
、
日
磾
以
上
公
之
尊
、
秉
髦
節
之
使
、
銜
命
直
指
、
寧
輯
東
夏
、
而
曲
媚

姦
臣
、
為
所
牽
率
、
章
表
署
用
、
輒
使
首
名
、
附
下
罔
上
、
姦
以
事
君
。
昔
国
佐
当
晋
軍
而
不
撓
、
宜
僚
臨
白
刃
而
正
色
。
王
室
大

臣
、
豈
得
以
見
脅
為
辞
。
又
袁
術
僭
逆
、
非
一
朝
一
夕
、
日
磾
隨
従
、
周
旋
歴
歲
。
漢
律
与
罪
人
交
関
三
日
已
上
、
皆
応
知
情
。
春

秋
魯
叔
孫
得
臣
卒
、
以
不
発
揚
襄
仲
之
罪
、
貶
不
書
日
。
鄭
人
討
幽
公
之
乱
、
斲
子
家
之
棺
。
聖
上
哀
矜
旧
臣
、
未
忍
追
案
、
不
宜

加
礼
。
朝
廷
従
之
。

（9）
保
科
季
子
「
漢
代
に
お
け
る
経
学
講
論
と
国
家
儀
礼
―
釋
奠
礼
の
成
立
に
向
け
て
―
」（『
東
洋
史
研
究
』　

七
四
－
四
、二
〇
一
六
）

参
照
。

（11）
『
後
漢
書
』
霊
帝
期
熹
平
五
年
十
二
月
条

十
二
月
甘
陵
王
定
薨
試
太
学
生
年
六
十
以
上
百
余
人
、
除
郎
中
、
太
子
舍
人
至
王
家
郎
、
郡
国
文
学
吏
。

（11）
二
陵
の
故
事
に
つ
い
て
は
、『
後
漢
書
』
祭
祀
志
下
に
、
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一
六

明
帝
臨
終
遺
詔
、遵
倹
無
起
寝
廟
、蔵
主
於
世
祖
廟
更
衣
。
孝
章
即
位
、不
敢
違
、以
更
衣
有
小
別
、上
尊
号
曰
顕
宗
廟
、間
祠
於
更
衣
、

四
時
合
祭
於
世
祖
廟
。
語
在
章
紀
。
章
帝
臨
崩
、
遺
詔
無
起
寝
廟
、
廟
如
先
帝
故
事
。
和
帝
即
位
不
敢
違
、
上
尊
号
曰
粛
宗
。
後
帝

承
尊
、
皆
蔵
主
于
世
祖
廟
、
積
多
無
別
、
是
後
顕
宗
但
為
陵
寝
之
号
。
永
元
中
、
和
帝
追
尊
其
母
梁
貴
人
曰
恭
懷
皇
后
、
陵
。
以
竇

后
配
食
章
帝
、
恭
懷
后
別
就
陵
寝
祭
之
。
和
帝
崩
、
上
尊
号
曰
穆
宗
。
殤
帝
生
三
百
余
日
而
崩
、
鄧
太
后
攝
政
、
以
尚
嬰
孫
、
故
不

列
于
廟
、
就
陵
寝
祭
之
而
已
。
安
帝
以
清
河
孝
王
子
即
位
、
建
光
元
年
、
追
尊
其
祖
母
宋
貴
人
曰
敬
隠
后
、
陵
曰
敬
北
陵
。
亦
就
陵

寝
祭
、
太
常
領
如
西
陵
。
追
尊
父
清
河
孝
王
曰
孝
徳
皇
、
母
曰
孝
徳
后
、
清
河
嗣
王
奉
祭
而
已
。
安
帝
以
讒
害
大
臣
、
廃
太
子
、
及

崩
、
無
上
宗
之
奏
。
後
以
自
建
武
以
来
無
毀
者
、
故
遂
常
祭
、
因
以
其
陵
号
称
恭
宗
。
順
帝
即
位
、
追
尊
其
母
曰
恭
愍
后
、
陵
曰
恭

北
陵
。
就
陵
寝
祭
、
如
敬
北
陵
。
順
帝
崩
、
上
尊
号
曰
敬
宗
。
沖
質
帝
皆
小
崩
、
梁
太
后
攝
政
、
以
殤
帝
故
事
、
就
陵
寝
祭
。
凡
祠

廟
訖
、
三
公
分
祭
之
。
桓
帝
以
河
間
孝
王
孫
蠡
吾
侯
即
位
、
亦
追
尊
祖
考
、
王
国
奉
祀
。
語
在
章
和
八
王
伝
。
帝
崩
、
上
尊
号
曰
威

宗
、
無
嗣
。
霊
帝
以
河
間
孝
王
曾
孫
解
犢
侯
即
位
、
亦
追
尊
祖
考
。
語
在
章
和
八
王
伝
。
霊
帝
時
、
京
都
四
時
所
祭
高
廟
五
主
、
世

祖
廟
七
主
、
少
帝
三
陵
、
追
尊
后
三
陵
、
凡
牲
用
十
八
太
牢
、
皆
有
副
倅
。
故
高
廟
三
主
親
毀
之
後
、
亦
但
殷
祭
之
歲
奉
祠
。
霊
帝

崩
、
献
帝
即
位
。
初
平
中
、
相
国
董
卓
、
左
中
郎
将
蔡
邕
等
以
和
帝
以
下
、
功
徳
無
殊
、
而
有
過
差
、
不
応
為
宗
、
及
余
非
宗
者
追

尊
三
后
、
皆
奏
毀
之
。
四
時
所
祭
、
高
廟
一
祖
二
宗
、
及
近
帝
四
、
凡
七
帝
。

と
あ
り
、
和
帝
が
実
母
で
あ
る
梁
貴
人
を
恭
懷
皇
后
、
安
帝
が
実
祖
母
の
宋
貴
人
を
敬
隠
后
、
順
帝
が
実
母
を
恭
愍
后
と
追
尊
し
、

そ
れ
ぞ
れ
先
帝
に
合
葬
し
た
。
た
だ
し
、
都
合
三
人
の
追
尊
后
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
り
、
敬
、
恭
二
陵
と
い
う
の
が
具
体
的
に
い

ず
れ
を
指
す
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。

（12）
『
後
漢
書
』
皇
后
紀
下
・
霊
思
何
皇
后
紀

中
平
六
年
、
帝
崩
、
皇
子
弁
即
位
、
尊
后
為
皇
太
后
。
太
后
臨
朝
。
后
兄
大
将
軍
進
欲
誅
宦
官
、
反
為
所
害
、
舞
陽
君
亦
為
乱
兵
所
殺
。

并
州
牧
董
卓
被
徵
、将
兵
入
洛
陽
、陵
虐
朝
庭
、遂
廃
少
帝
為
弘
農
王
而
立
協
、是
為
献
帝
。
扶
弘
農
王
下
殿
、北
面
称
臣
。
太
后
鯁
涕
、

群
臣
含
悲
、
莫
敢
言
。
董
卓
又
議
太
后
踧
迫
永
楽
宮
、
至
令
憂
死
、
逆
婦
姑
之
礼
、
乃
遷
於
永
安
宮
、
因
進
酖
、
弒
而
崩
。
在
位
十
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一
七

年
。
董
卓
令
帝
出
奉
常
亭
挙
哀
、
公
卿
皆
白
衣
会
、
不
成
喪
也
。
合
葬
文
昭
陵
。

（11）
保
科
季
子
「
天
子
の
好
逑 : 

漢
代
の
儒
敎
的
皇
后
論
」（『
東
洋
史
研
究
』
六
一
－
二
、二
〇
〇
二
）
参
照
。

（14）
『
後
漢
書
』
皇
后
紀
下
・
霊
思
何
皇
后
紀
光
和
三
年
条

光
和
三
年
、
立
為
皇
后
。
明
年
、
追
号
后
父
真
為
車
騎
将
軍
、
舞
陽
宣
徳
侯
、
因
封
后
母
興
為
舞
陽
君
。
時
王
美
人
任
娠
、
畏
后
、

乃
服
薬
欲
除
之
、
而
胎
安
不
動
、
又
数
夢
負
日
而
行
。
四
年
、
生
皇
子
協
、
后
遂
酖
殺
美
人
。
帝
大
怒
、
欲
廃
后
、
諸
宦
官
固
請
得

止
。
董
太
后
自
養
協
、
号
曰
董
侯
。　

（15）
註

（12）
前
掲
史
料
参
照
。

（11）
『
後
漢
書
』
百
官
志

奉
車
都
尉
、
比
二
千
石
。
本
注
曰
、
無
員
。
掌
御
乗
輿
車
。

同
書
明
帝
紀
永
平
十
五
年
十
二
月
条

十
二
月
、
遣
奉
車
都
尉
竇
固
、
駙
馬
都
尉
耿
秉
屯
涼
州
。

『
漢
書
』
巻
六
武
帝
紀
・
光
元
元
年
夏
六
月
条

夏
六
月
、
御
史
大
夫
商
丘
成
有
罪
自
殺
。
侍
中
僕
射
莽
何
羅
与
弟
重
合
侯
通
謀
反
、
侍
中
駙
馬
都
尉
金
日
磾
、
奉
車
都
尉
霍
光
、
騎

都
尉
上
官
桀
討
之
。　

（17）
『
後
漢
書
』
皇
后
紀
下
霊
思
何
皇
后
紀

斌
還
、
遷
執
金
吾
、
封
都
亭
侯
、
食
邑
五
百
戶
。
病
卒
、
贈
前
将
軍
印
綬
、
謁
者
監
護
喪
事
。
長
子
端
襲
爵
。　
　
　

（11）
『
後
漢
書
』
董
卓
伝

初
、
卓
以
牛
輔
子
婿
、
素
所
親
信
、
使
以
兵
屯
陝
。
輔
分
遣
其
校
尉
李
傕
、
郭
汜
、
張
済
将
歩
騎
数
万
、
撃
破
河
南
尹
朱
雋
於
中
牟
。

因
掠
陳
留
、
潁
川
諸
県
、
殺
略
男
女
、
所
過
無
復
遺
類
。
呂
布
乃
使
李
粛
以
詔
命
至
陝
討
輔
等
、
輔
等
逆
与
粛
戦
、
粛
敗
走
弘
農
、

布
誅
殺
之
。
其
後
牛
輔
営
中
無
故
大
驚
、
輔
懼
、
乃
齎
金
宝
踰
城
走
。
左
右
利
其
貨
、
斬
輔
、
送
首
長
安
。　
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（19）
『
後
漢
書
』
献
帝
紀
・
初
平
三
年
九
月
条

九
月
、
李
傕
自
為
車
騎
将
軍
、
郭
汜
後
将
軍
、
樊
稠
右
将
軍
、
張
済
鎮
東
将
軍
。
済
出
屯
弘
農
。

（21）
『
後
漢
書
』
献
帝
紀
・
興
平
二
年
二
月
乙
亥
条

二
月
乙
亥
、
李
傕
殺
樊
稠
而
与
郭
汜
相
攻
。
三
月
丙
寅
、
李
傕
脅
帝
幸
其
営
、
焚
宮
室
。

（21）
『
後
漢
書
』
献
帝
紀
・
興
平
二
年
夏
四
月
丁
酉
条　

（
四
月
）
丁
酉
、
郭
汜
攻
李
傕
、
矢
及
御
前
。
是
日
、
李
傕
移
帝
幸
北
塢
。

同
書
献
帝
紀
・
興
平
二
年
五
月
壬
午
条

五
月
壬
午
、
李
傕
自
為
大
司
馬
。
六
月
庚
午
、
張
済
自
陝
来
和
傕
、
汜
。　
　

（22）
『
後
漢
書
』
董
卓
伝

張
済
自
陝
来
和
解
二
人
、
仍
欲
遷
帝
権
幸
弘
農
。
帝
亦
思
旧
京
、
因
遣
使
敦
請
傕
求
東
帰
、
十
反
乃
許
。

（21）
『
三
国
志
』
魏
書
巻
六
・
董
卓
伝

郭
汜
復
欲
脅
天
子
還
都
郿
。
天
子
奔
奉
営
、
奉
撃
汜
、
破
之
。
汜
走
南
山
、
奉
及
将
軍
董
承
以
天
子
還
洛
陽
。
傕
、
汜
悔
遣
天
子
、

復
相
与
和
、
追
及
天
子
於
弘
農
之
曹
陽
。
奉
急
招
河
東
故
白
波
帥
韓
暹
、
胡
才
、
李
楽
等
合
、
与
傕
、
汜
大
戦
。
奉
兵
敗
、
傕
等
縦

兵
殺
公
卿
百
官
、
略
宮
人
入
弘
農
。　

天
子
走
陝
、
北
渡
河
、
失
輜
重
、
歩
行
、
唯
皇
后
貴
人
従
、
至
大
陽
、
止
人
家
屋
中
。
奉
、

暹
等
遂
以
天
子
都
安
邑
、
御
乗
牛
車
。
太
尉
楊
彪
、
太
僕
韓
融
近
臣
従
者
十
余
人
。
以
暹
為
征
東
、
才
為
征
西
、
楽
征
北
将
軍
、
並

与
奉
、
承
持
政
。
遣
融
至
弘
農
与
傕
、
汜
等
連
和
、
還
所
略
宮
人
公
卿
百
官
、
及
乗
輿
車
馬
数
乗
。
是
時
蝗
蟲
起
、
歲
旱
無
穀
、
従

官
食
棗
菜
。
諸
将
不
能
相
率
、
上
下
乱
、
糧
食
盡
。
奉
、
暹
、
承
乃
以
天
子
還
洛
陽
。
出
箕
関
、
下
軹
道
、
張
楊
以
食
迎
道
路
、
拝

大
司
馬
。
語
在
楊
伝
。
天
子
入
洛
陽
、
宮
室
焼
盡
、
街
陌
荒
蕪
、
百
官
披
荊
棘
、
依
丘
牆
間
。
州
郡
各
擁
兵
自
為
、
莫
有
至
者
。
饑

窮
稍
甚
、
尚
書
郎
以
下
自
出
樵
采
、
或
饑
死
牆
壁
間
。

（24）
『
後
漢
書
』
献
帝
紀
・
興
平
二
年
十
一
月
庚
午
条

一
八
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十
一
月
庚
午
、
李
傕
、
郭
汜
等
追
乗
輿
、
戦
於
東
澗
、
王
師
敗
績
、
殺
光
祿
勳
鄧
泉
、
衛
尉
士
孫
瑞
、
廷
尉
宣
播
、
大
長
秋
苗
祀
、

歩
兵
校
尉
魏
桀
、
侍
中
朱
展
、
射
声
校
尉
沮
雋
。

（25）
『
三
国
志
』
魏
書
巻
六
・
董
卓
伝
注
引
『
献
帝
紀
』

献
帝
紀
曰
、
初
、
議
者
欲
令
天
子
浮
河
東
下
、
太
尉
楊
彪
曰
、
臣
弘
農
人
、
従
此
已
東
有
三
十
六
灘
、
非
万
乗
所
当
従
也
。
劉
艾
曰
、

臣
前
為
陝
令
、
知
其
危
険
、
有
師
猶
有
傾
覆
、
況
今
無
師
、
太
尉
謀
是
也
。
乃
止
。
及
当
北
渡
、
使
李
楽
具
船
。
天
子
歩
行
趨
河
岸
、

岸
高
不
得
下
、
董
承
等
謀
欲
以
馬
羈
相
続
以
繫
帝
腰
。
時
中
宮
僕
伏
徳
扶
中
宮
、
一
手
持
十
匹
絹
、
乃
取
徳
絹
連
続
為
輦
。
行
軍
校

尉
尚
弘
多
力
、
令
弘
居
前
負
帝
、
乃
得
下
登
船
。
其
余
不
得
渡
者
甚
衆
、
復
遣
船
收
諸
不
得
渡
者
、
皆
争
攀
船
、
船
上
人
以
刃
櫟
断

其
指
、
舟
中
之
指
可
掬
。

（21）
三
国
志
』
魏
書
巻
六
・
董
卓
伝

奉
、
暹
等
遂
以
天
子
都
安
邑
、
御
乗
牛
車
。
太
尉
楊
彪
、
太
僕
韓
融
近
臣
従
者
十
余
人
。
以
暹
為
征
東
、
才
為
征
西
、
楽
征
北
将
軍
、

並
与
奉
、
承
持
政
。
遣
融
至
弘
農
与
傕
、
汜
等
連
和
、
還
所
略
宮
人
公
卿
百
官
、
及
乗
輿
車
馬
数
乗
。

（27）
『
後
漢
書
』
董
卓
伝

河
東
太
守
王
邑
奉
献
綿
帛
、
悉
賦
公
卿
以
下
。
封
邑
為
列
侯
、
拝
胡
才
征
東
将
軍
、
張
楊
為
安
国
将
軍
、
皆
仮
節
、
開
府
。

（21）
『
後
漢
書
』
董
卓
伝

初
、
帝
入
関
、
三
輔
戶
口
尚
数
十
万
、
自
傕
汜
相
攻
、
天
子
東
帰
後
、
長
安
城
空
四
十
余
日
、
強
者
四
散
、
羸
者
相
食
、
二
三
年
間
、

関
中
無
復
人
跡
。
建
安
元
年
春
、
諸
将
争
権
、
韓
暹
遂
攻
董
承
、
承
奔
張
楊
、
楊
乃
使
承
先
繕
修
洛
宮
。
七
月
、
帝
還
至
洛
陽
、
幸

楊
安
殿
。
張
楊
以
為
己
功
、
故
因
以
楊
名
殿
。
乃
謂
諸
将
曰
、
天
子
当
与
天
下
共
之
、
朝
廷
自
有
公
卿
大
臣
、
楊
当
出
扞
外
難
、
何

事
京
師
。
遂
還
野
王
。
楊
奉
亦
出
屯
梁
。
乃
以
張
楊
為
大
司
馬
、
楊
奉
為
車
騎
将
軍
、
韓
暹
為
大
将
軍
、
領
司
隸
校
尉
、
皆
仮
節
鉞
。

暹
与
董
承
並
留
宿
衛
。

（29）
『
後
漢
書
』
献
帝
紀
建
安
元
年
八
月
癸
卯
条

一
九
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癸
卯
、
安
国
将
軍
張
楊
為
大
司
馬
、
韓
暹
為
将
軍
、
楊
奉
為
車
騎
将
軍
。

（11）
『
三
国
志
』
魏
書
巻
十
四
・
董
昭
伝

建
安
元
年
、太
祖
定
黃
巾
于
許
、遣
使
詣
河
東
。会
天
子
還
洛
陽
、韓
暹
、楊
奉
、董
承
及
楊
各
違
戾
不
和
。昭
以
奉
兵
馬
最
強
而
少
党
援
、

作
太
祖
書
与
奉
曰
、
吾
与
将
軍
聞
名
慕
義
、
便
推
赤
心
。
今
将
軍
抜
万
乗
之
艱
難
、
反
之
旧
都
、
翼
佐
之
功
、
超
世
無
疇
、
何
其
休

哉
。
方
今
群
凶
猾
夏
、
四
海
未
寧
、
神
器
至
重
、
事
在
維
輔
、
必
須
衆
賢
以
清
王
軌
、
誠
非
一
人
所
能
独
建
。
心
腹
四
支
、
実
相
恃

賴
、
一
物
不
備
、
則
有
闕
焉
。
将
軍
当
為
內
主
、
吾
為
外
援
。
今
吾
有
糧
、
将
軍
有
兵
、
有
無
相
通
、
足
以
相
済
、
死
生
契
闊
、
相

与
共
之
。
奉
得
書
喜
悦
、
語
諸
将
軍
曰
、
兗
州
諸
軍
近
在
許
耳
、
有
兵
有
糧
、
国
家
所
当
依
仰
也
。
遂
共
表
太
祖
為
鎮
東
将
軍
、
襲

父
爵
費
亭
侯
、
昭
遷
符
節
令
。

（11）
『
後
漢
書
』
献
帝
紀
・
建
安
元
年
夏
六
月
庚
申
条

庚
申
、
遷
都
許
。
己
巳
、
幸
曹
操
営
。
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